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令和6年2月7日（水）

アテナ工業アリーナ2-2会議室

学校部活動地域移行
関市地域クラブ

～関市スポーツ推進審議会～

岐阜県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の
在り方等に関する総合ガイドライン

〈令和5年3月〉

令和7年度末を目途に

学校部活動の休日の活動を、地域へ移行する
+ 〈岐阜県教育委員会〉

学校から、全ての部活動がなくなるわけではなく、当面、平日の部活動は

教育課程の時間内で、担当顧問により実施される。
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中学校全9校の生徒数 2387名（令和4年度）

部活動加入生徒 1839名（77％）

1・2年生部活動加入生徒 1201名

関市中学校部活動の現状

中体連夏季大会後は

（1）中体連夏季大会以降は人数が揃わない部活
（2）やりたい活動（種目等）が学校にない

地域クラブを作らなければならない理由

（3）育成会では、大会（中体連等）に出られない

関市の部活
◇多くの学校でチームスポーツで人数が揃わない

◇個人スポーツを選ぶ生徒が多くなった

◇硬式野球やサッカーなどスポーツクラブを選ぶ生徒

◇パソコンや文芸といった文化芸術系の部活に所属する生徒が急増

関市の部活動の現状と課題
・多くの種目で他校との合同で練習、大会出場。

・部活動育成会を組織し、保護者の責任で休日や夜間の活動を実施。

・多くの学校で、休日は教員の力を借りずに活動。

育成会のままでは、大会に出場できない

部活動育成会を「地域クラブ」として活動できないか
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関市全中学校の今年度の
3年生の生徒数

15年後の関市全中学校の
3年生の生徒数

令和4年12月の関市の15歳以下の人口
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地域クラブ設立に向けて
◆育成会・保護者会の設置

・学校部活動育成会からの地域クラブ化

・年度による部員数の増減 育成会の合同（顧問の橋渡し）

◆指導者の確保

・最低一人の有資格指導者（教員免許は指導者資格とみなす）

・将来的には指導者全員が何らかの指導者資格を有する

◆活動場所

・原則、活動拠点学校の施設を利用（休日の昼間の時間）

・利用頻度の少ない学校施設の有効活用

◆クラブ規約の作成

・クラブの目標を明確にする。指導方法の統一化。クラブの差別化

Ⅱ新たな地域クラブ活動 3⃣管理 （1）活動時間及び休養日等の設定
○活動時間
＜平日＞・1日の活動時間は、長くとも2時間程度とする。

・学校部活動に引き続き実施する場合においても、合わせて2時間程度とする。
＜休日＞・1日の活動時間は半日以内（3時間程度）とし、合理的でかつ効率的・効果的な

活動を行うとともに、対外試合等もできる限り終日に渡らないよう配慮する。
○休養日 ・週当たり2日以上の休養日を設ける。

・休日のみ実施する場合は、原則としてどちらか1日を休養日とする。
・平日に学校部活動や新たな地域クラブ活動の時間が十分とれない場合は、両日と
も活動するこを認めるが、生徒に過度な負荷がかからないよう配慮する。

○活動時間及び休養日に関する留意点
・地域や学校の実態を踏まえた工夫として、定期試験前後の一定期間等、各部活動
共通、学校全体、市町村共通の休養日を設けることや、週間、月間、年間単位で
の活動頻度・時間の目安を定める。

・第3日曜日の「家庭の日」は原則として休養日とする。

岐阜県が示す「新たな地域クラブ活動のガイドライン」

10



関市が目指す地域クラブ
好ましい人間関係の形成等に資するという学校部活動の意義を主体としながら、生徒の選択
の幅を広げ個性の伸長を図る。

ただ単に、勝利だけを目的とするのではなく、誰しもが平等にスポーツや文化芸術等のもつ
楽しさを学び、自ら進んで生涯を通じてスポーツや文化芸術等に親しむ態度を育む。

関市では、決して強くて、大会に勝てるクラブを作りたいわけではなく、
あくまでも、部活動の代わりとして、子どもたちにスポーツや文化芸術等
の楽しさを伝えたい。

趣旨への賛同

あくまでも参考例です。各クラブで
様式は自由に考えていただいて構いま
せんが、下記の内容に関しては、必ず
記載いただき、入会者の同意を得てく
ださい

個々のクラブが事業主
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登録申請書
申請者はクラブを代表する「代表
者」「監督」など、クラブ全体の
責任者を記入します。

クラブの連絡責任者へ、承認の報
告や各種連絡をさせてもらいます。
上記の申請者と同じ方でも構いま
せんが、緊急な連絡がある場合、
複数人に連絡させてもらえるとあ
りがたいです。

募集条件とは、生徒の在籍校のこ
とです。ひとつの中学校だけなの
か、指定した複数校なのか、何も
指定せず、どこの中学校の生徒で
も入会できるのかです。

規約の参考例
関市地域クラブ設置要綱に基づき、最低限
下記の内容については規約に盛り込んでいただき
ます。

1.「目的」
2.「名称」
3.「クラブ員」
クラブ員の中には、入会時における誓約

書の提出については必ず触れてください。

4.「役員」
5.「総会」
6.「活動場所」
活動場所は、拠点として活動する中学校や
体育施設名を記載してください。
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7.「活動日時」
活動日時は、原則として岐阜県のガイ

ドラインに基き、活動する曜日、時間を
記載してください。

8.「会費」
会費はなるべく安価になるように設定

してください。できる限り根拠を明確に
してください。

9.「傷害保険」
必ず活動する全員が加入してください。

10.「研修」
11.「その他」
※ここに記載している内容がすべてではありませ
ん。各クラブで十分審議し内容を決定してくださ
い。

・登録者、役職変更届・退会届 変更承認

各種目協会・中学校体育連盟への登録

◇育成会の確認（単独校・合同）
◇入会届の提出（誓約書）
◇組織の確立・総会の実施

○地域クラブ登録への準備・登録申請
（申請書及び会員名簿の作成・規約の作成）

顧問のコーディネート

学校（生徒・保護者） 部活動地域移行協議会

審査・登録関市地域クラブ設立

登録申請

指導者講習会の実施講習会への参加

学校長
の承認

関市独自の指導者
資格講習会の開催

指導者の資質向上
研修会（必須）
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部活動地域移行の進捗状況
◇令和5年4月 関市部活動地域移行協議会の設置（年4回の会議）
・関市の地域移行の方向性の決定

・国、県、他市の情報収集及び事業提案

・学校、スポーツ協会、行政の各種調整

◇令和5年11月 関市地域クラブ活動推進会議の設置（年2回の会議）
・各種協会、クラブ、育成会との意見交流

・地域クラブ設立に向けた相互理解

◇教育委員会、校長会（各中学校）、スポーツ協会等との連携

・校長会との連携・部活動育成会長会の開催（趣旨説明）

・教育委員会規則の改正（学校施設開放全額減免措置）

・地域指導者の選任

◇令和6年8月より本格移行予定

今後の課題
◇文科系部活動のクラブ化

・吹奏楽や合唱などの、指導者の専門性の高さが要求される部活動

のクラブ化 文化協会への協力依頼

◇有資格指導者の確保

・関市独自の資格制度の確立。大会等に必要な資格ではなく、あく

までも子どもたちを指導する上でのスキルを持った指導者

・指導者の資質向上のための研修会の実施と参加依頼

◇指導者謝金

・部活動指導員は地域指導者へ 各クラブへの地域指導者の配置

・クラブ活動費としての補助

◇各地域クラブを束ねる中心的な組織の設立
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